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令和５年広審第１４号 

裁    決 

貨物船Ａ引船Ｂ引船列衝突事件 

 

  受  審  人  ｂ 

    職  名 Ｂ船長 

    操縦免許 小型船舶操縦士 

 

本件について、当海難審判所は、理事官髙木省吾出席のうえ審理し、

次のとおり裁決する。 

 

主    文 

 

受審人ｂの小型船舶操縦士の業務を１か月停止する。 

 

理    由 

 （海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

 令和４年６月２５日０５時０４分 

福山港 

２ 船舶の要目 

船 種 船 名 貨物船Ａ 

総 ト ン 数 ２８６トン 

全 長 ６２.０８メートル  

機関の種類 ディーゼル機関 

出 力 ７３５キロワット  
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船 種 船 名 引船Ｂ        はしけＣ 

総 ト ン 数 １９トン 

全 長 １６.７５メートル     ４０.００メートル 

機関の種類 ディーゼル機関 

出 力 ５２９キロワット  

３ 事実の経過 

Ａは、船尾船橋型鋼製貨物船で、船長ａほか３人が乗り組み、空倉

のまま、船首１.３メートル船尾２.８メートルの喫水をもって、令和

４年６月２４日２３時 ００分福山港の新涯１号岸壁に着岸していた

他船に左舷着けで係留を開始し、船首を０３５度（真方位、以下同

じ。）に向け、船首甲板を照らす作業灯を点灯した状態で係留を続

けていたところ、翌２５日０５時０４分ＪＦＥスチール福山港新涯

導灯（後灯）（以下「福山港導灯」という。）から１１３度１５０メ

ートルの地点において、船首が０３５度を向いたまま、その右舷後部

にＢの船首が前方から８５度の角度で衝突した。 

当時、天候は曇りで風力１の北東風が吹き、潮候は上げ潮の中央期

に当たり、視界は良好で、日出時刻が０４時５６分であった。  

また、Ｂは、船体中央やや前方に操舵室を配し、同室前部中央に操

舵スタンド、同部右舷側に機関遠隔操縦装置、同部左舷側にレーダー

及びＧＰＳプロッターをそれぞれ備えた鋼製引船で、ｂ受審人が単独

で乗り組み、船首０.７メートル船尾２.５メートルの喫水をもって、

作業員１人を乗せ、空倉のまま、船首１.８メートル船尾２.０メート

ルの喫水となった非自航式鋼製はしけＣを引き、Ｂの船尾からＣの後

端までの距離が約１００メートルの引船列（以下「Ｂ引船列」とい

う。）を構成し、同日００時３０分香川県坂出港を発し、福山港に向

かった。 
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ところで、ｂ受審人は、平均睡眠時間が約７時間で、出港前に休養

を十分に取っていたので、疲労はほとんどなく、睡眠不足の状態でも

なかった。 

ｂ受審人は、レーダー及びＧＰＳプロッターを作動させて瀬戸内海

を西行し、福山港外でえい航索を約４０メートル縮め、沖浦岸壁に向

かうこととし、０４時２１分半少し過ぎ福山港導灯から１２０度 

２.２海里の地点で、針路を３００度に定めて自動操舵とし、３.０ノ

ット（対地速力、以下同じ。）の速力で進行した。 

０４時３８分僅か前ｂ受審人は、福山港導灯から１１９.５度  

１.３８海里の地点に達したとき、付近に航行の支障となる他船がい

なかったので、操舵室後部の台上で右肘をついた姿勢になったところ、

気が緩んで眠気を催したが、間もなく予定転針地点だったので、それ

までは眠気を我慢できるものと思い、台から降りて外気に当たるなど、

居眠り運航の防止措置を十分にとらなかった。 

こうして、ｂ受審人は、同じ姿勢を続けるうち、いつしか居眠りに

陥り、予定転針地点を通過してＡに向首続航し、Ｂ引船列は、原針路

及び原速力のまま、前示のとおり衝突した。 

衝突の結果、Ａは、右舷後部外板に凹損を生じたが、のち修理され、

Ｂは、船首外板に擦過傷を生じた。 

 

 （原因及び受審人の行為） 

本件衝突は、福山港において、沖浦岸壁に向けて入航中のＢ引船列が、

居眠り運航の防止措置が不十分で、新涯１号岸壁に着岸していた他船に

係留中のＡに向首進行したことによって発生したものである。 

ｂ受審人は、福山港において、沖浦岸壁に向けて入航中、付近に航行

の支障となる他船がいなかったので、気が緩んで眠気を催した場合、居
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眠り運航とならないよう、操舵室後部の台から降りて外気に当たるなど、

居眠り運航の防止措置を十分にとるべき注意義務があった。しかるに、

同人は、間もなく予定転針地点だったので、それまでは眠気を我慢でき

るものと思い、居眠り運航の防止措置を十分にとらなかった職務上の過

失により、新涯１号岸壁に着岸していた他船に係留中のＡに向首進行し

て衝突する事態を招き、Ａ及びＢ両船にそれぞれ損傷を生じさせるに至

った。 

以上のｂ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第２号を適用して同人の小型船舶操縦士の業務を１か

月停止する。 

 

よって主文のとおり裁決する。 

 

   令和５年１１月３０日 

     広島地方海難審判所 

          審 判 官  山  本  哲  也 

 

 


